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府省庁名 周知団体数

内閣府 4
警察庁 44
金融庁 60
総務省 35
法務省 15
外務省 2
財務省 38

文部科学省 1,077

厚生労働省 246

農林水産省 459

経済産業省 561

国土交通省 349

環境省 41
防衛省 1
合計 2,932

令和６年分の所得税の確定申告及び事業者のデジタル化促進に関する周知協力依頼の結果について

 「事業者のデジタル化等に係る関係省庁等連絡会議」において、公的手続等のデジタル化推進の一環として「マイナポー
タル連携等を活用した確定申告」を推進。その利用拡大に向けて、これまで、令和５年12月に国税庁から各府省庁等に対
して所管する業界団体・独立行政法人等への周知を依頼。結果、各府省庁等の協力により、2,600を超える団体への周知
を実施。

 令和６年については、新たに、「事業者のデジタル化促進」に関する取組の周知依頼を追加。

 各府省庁等の多大なるご協力により、令和５年の実績を超え、2,900を超える団体への周知が実現。

周知内容１ 周知事績２

※１ 周知団体数は各省庁の報告に基づくものであり一部重複等あり。
※２ 周知団体数は令和7年１月24日時点で「周知済」又は「周知予定」

と報告があったものを集計。

令和7年１月集計
１．令和６年分の所得税の確定申告について

① 確定申告における給与情報の自動入力について

会員事業者等に対して、従業員の給与所得の源泉徴収票

をオンラインで提出していただきたい旨を周知。

② 自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる

確定申告について

会員事業者等に対して、従業員へマイナンバーカード

及びマイナポータル連携などを活用した、自宅からの

e-Taxによる確定申告を呼びかけていただくよう周知。

２．事業者のデジタル化促進について

会員事業者等において、国税庁が作成した事業者の

デジタル化促進に係る広報素材をご活用いただき、

事業者の業務のデジタル化促進を働きかけていただく

よう周知。
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 事業者の方が税務署にオンライン（e-Tax、認定クラウド等、eLTAX ）で提出した給与所得の源泉徴収票の情報（税
務署への提出義務がない500万円以下の給与所得の源泉徴収票の情報を含む。）は、令和５年分以降の確定申告にお
いてマイナポータル連携による自動入力が利用可能となっているところ。

 従業員の方が、確定申告において給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利用するためには、事業者の方から従
業員の方のマイナンバー、氏名（カナを含む。）、住所、生年月日等を正しく入力した給与所得の源泉徴収票をオンライン
で提出していただく必要がある。

 さらに、令和９年１月からは、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署にも源泉徴収票を提出したとみなされ、
その場合、eLTAXで提出された給与支払報告書については、マイナポータル連携の自動入力の対象になる予定。

 できる限り多くの事業者の方に給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出いただけるよう、所管する関係民間団体
や独立行政法人等に対して、以下の広報素材等を活用しつつ、傘下会員となっている事業者の方に対して周知いただく
よう、働きかけていただきたい。

給与所得の源泉徴収票のオンライン提出について
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自宅等からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる確定申告について

 確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、自宅等から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」を利用することができ、画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけで、税額等が自動計算され、計算誤
りのない所得税の申告書の作成が可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できる。

 e-Taxを利用した確定申告は、マイナポータル連携を活用した給与所得の源泉徴収票の情報や医療費、ふるさと納税等
の情報の自動入力が可能であるほか、令和８年１月（令和７年分所得税の申告書）からは、生命保険の一時金・年金、損害
保険の満期返戻金・年金に係る支払調書情報やふるさと納税以外の寄附金控除に係る情報がマイナポータル連携の対象
となる予定であるなど、利便性がさらに向上しているところ。

 また、令和７年度は、マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限の到来が多数
見込まれており、有効期限を過ぎた場合、マイナポータル連携やe-Tax手続の利用などができず、マイナンバーカードを
利用したe-Taxによる申告手続にも影響があることから、国税庁でも積極的な周知・広報に取り組んでいる。

 自宅等からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる申告の更なる推進に向けて、所管する関係民間団体や独立行
政法人等に対して、以下の広報素材を活用しつつ、マイナンバーカードを利用した確定申告やマイナポータル連携の利便
性について、給与所得の源泉徴収票の交付時期に傘下会員の従業員等へ周知いただきたい旨を依頼するなど御協力を
お願いしたい。

 なお、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応として、ＩＤとパスワードのみによる認証方式（ＩＤ・パスワード
方式）を運用していたが、マイナンバーカードの普及やマイナンバーカード方式によるe-Tax利用者が増加していること、
マイナンバーカード方式及びマイナポータル連携を一層推進する必要があることから、令和７年10月１日よりＩＤ・パス
ワードの新規発行を行わないこととした。
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自宅からe-Taxで申告した方のうち、マイナンバーカード
を利用した方の数の推移

マイナポータル連携を利用して控除証明書等を取得した方
の数の推移



医療費控除に係るマイナポータル連携を活用した確定申告手続の周知について

 医療費については、マイナポータル連携の連携対象項目のなかでも利用件数が多く※、確定申告において、医療費控
除を申告する方が年々増加している中、より多くの方にマイナポータル連携を利用して円滑に確定申告を行っていただ
けるよう重点を置いて広報施策を実施予定。

※マイナポータル連携利用者約310万人のうち、約273万人（約９割）が医療費控除のマイナポータル連携を利用。

 具体的には、国税庁、厚労省、デジタル庁の3省庁で連携して、医療機関や薬局などの窓口・ホームページ等にリーフ
レットを掲載していただく予定（厚労省から医療機関等へ掲載等の周知を依頼予定）。
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事業者のデジタル化促進に関する広報素材の活用等について

 事業者が日頃行う事務処理について、一貫してデジタルで完結することにより、正確性の向上や、バックオフィス業
務の効率化を通じた生産性の向上等のメリットを、享受することが可能となる。

 このため国税庁としては、関係機関等と協力して、デジタル化のメリットを訴求するリーフレットや動画等により、デ
ジタルインボイスやAIーOCR等の、事業者のデジタル化を支援する施策の周知・広報を行っている。

中小事業者・個人事業者向け 中堅・大企業向け事業者全般向け

【動画（Web-TAX TV）（８分） 】

中小企業のクラウド会計・AI-OCR

導入事例
【無料相談窓口一覧】

デジタル化に関する各種相談の

窓口一覧を掲載

【リーフレット・ＰＲ素材】

デジタル化訴求リーフレット・PR素材

【PR動画（30秒）】

クラウド会計ソフトやデジタルインボ

イスのメリットを分かりやすく訴求

【動画（Web-TAX TV（12分）】

中小企業のデジタルインボイス導入事例

【動画（２分Ver.と１分Ver.）】

デジタルインボイスの仕組みやメリット

をわかりやすく紹介

※EIPA（デジタルインボイス推進協議会）作成

【デジタルインボイス対応サービス一覧】

デジタルインボイスに対応した会計サービス

等の一覧※ EIPA （デジタルインボイス推進協

議会）作成
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https://www.youtube.com/watch?v=LZ_PAnknMZg
https://www.youtube.com/watch?v=HHH1on2yXYo


（参考）請求書等を帳簿に自動連携する仕組みに対応した制度の新設について（令和７年度税制改正）

 令和７年度税制改正において、デジタルインボイスによる請求データ等を帳簿に自動連携する仕組み（デジタルシームレ
スの一部）が電子帳簿保存法上に位置付けられ、一定の要件を満たして送受信・保存を行った場合、重加算税の適用除外
措置を受けられることとなった。

 国税庁においては、本件税制改正を契機として、デジタルインボイスの普及・促進に向けて一層の周知広報に取り組む。

7


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7

